
技能教習の流れ
技能教習時限数

所持免許 第一段階 第二段階

なし/原付・小型特殊 12（15）時限以上 19時限以上

自動二輪 10（13）時限以上 19時限以上

技能教習の順序

技能教習の順序は決まっています。
キャンセルされた場合、またはキャンセル待ちで乗車した場合など、教習順序が変更する場合は
予約の取り直しが必要です。



固定項目について

固定項目とは、実施する教習の時限数が決まっている教習のことです。
キャンセルまたはキャンセル待ちで乗車して教習時限数が変更された場合、予約の取り直しが
必要となります。

模擬教習 第一段階　1時限目 シミュレータ教習 第二段階　13時限目

無線教習 第一段階　10時限目（AT） セット技能教習 第二段階　14時限目

　　　　　13時限目（MT） 高速教習 第二段階　16・17時限目

高速教習について

2時限連続となるため、予約できない時間があります。

3・4時限目…昼休みを挟むため
7・8時限目…夕休みを挟むため
夜間（8・9・10時限目）は実施していません。

みきわめについて

みきわめとは、技能教習全般について確認する教習です。
みきわめが良好の場合は検定の受験に進めますが、不良の場合は延長教習となります。


